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≪基本理念≫ 

高齢者一人一人が、いきいきと、住み慣れた地域で、住民が相互に支え合い行政がそれを

支援することにより、安心して暮らせる、持続可能な地域共生社会の実現 

≪目標≫ 

2025年・2040年を見据えた地域包括ケアシステムの推進と深化 

施策の柱 施策項目 取組項目 
横断的
な視点 

高齢者がいきいき
と暮らしていくた
めの活動の促進 

重点施策Ⅰ（第 6期～） 
⑴ 健康づくりと介護予

防の促進 

① 健康づくりの促進 
② 介護予防・フレイル対策の推進 
③ 高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施 

自
立
支
援
と
重
度
化
防
止 

／ 

エ
リ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト 

／ 

リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト 

⑵ 生きがいづくりの支   
  援 

① 外出・交流の促進 
② 生涯学習、文化・スポーツ活動の振興 
③ 市民の高齢者への理解の促進 

⑶ まちの活性化につなが
る多様な活動の促進 

① 就業などの社会参加の促進 
② 地域活動の促進 

高齢者が住み慣れ
た地域で安心して
暮らしていくため
の環境づくり 

重点施策Ⅱ（第 6期～） 
⑴ 見守り支え合う地域

づくりの推進 

① 地域共生社会の実現に向けた取組の推進 
② 地域における見守り・支え合い活動等の促進 
③ 相談支援体制の充実 
④ 生活支援サービスの充実 

⑵ 生活環境の充実 
① 高齢者向け住まいの確保 
② 福祉のまちづくりの推進 

⑶ 権利擁護の推進 
① 成年後見制度の利用促進 
② 高齢者虐待防止の推進 

⑷ 暮らしの安全対策の
推進 

① 交通事故防止対策の推進 
② 犯罪の起こりにくい安全なまちづくりの推進 
③ 消費者施策の推進 
④ 防災対策の推進 

援護が必要な方々
が安心して暮らせ
るための施策の充
実 

重点施策Ⅲ（第 7期～） 
⑴ 質の高い介護サービ

スを安定して提供で
きる体制づくりの推
進 

① 介護サービス基盤の整備 
② 介護サービスの質の向上と業務効率化 
③ 介護人材の確保・育成 

⑵ 介護保険事業の円滑
な実施と持続可能性
の確保 

① 介護給付の適正化の取組の推進 
② 情報提供及び相談・苦情解決体制の充実 
③ 低所得者対策等の実施 

重点施策Ⅳ（第 6期～） 
⑶ 在宅医療の充実と在

宅医療・介護連携の推
進 

① 在宅医療に取り組む機関・人材の確保と育成 
② 在宅医療を支える病診連携・診診連携・多職種連携・

後方支援体制の確保 
③ 認知症医療・介護連携の強化 
④ 在宅医療・介護に関する市民啓発 

重点施策Ⅴ（第 7期～） 
⑷ 認知症施策の推進 

① 認知症に関する正しい知識の普及と本人発信支援 
② 認知症の容態に応じた切れ目のない良質な医療・介

護の提供 
③ 若年性認知症の人への支援 
④ 認知症の人と家族等に対する生活支援・地域支援の

充実 

⑸ 被爆者への援護 
① 被爆者への健康診断等の実施 
② 被爆者からの相談対応 
③ 被爆者の日常生活の支援 

１ 第 8 期広島市高齢者施策推進プラン（令和 3 年度～令和 5 年度）の施策体系 
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１ 高齢者人口及び高齢化率の推移 

平成 2９年度から令和３年度までの間で、65歳以上の高齢者人口は、29万 1,472人から 30

万 6,918 人に 15,446 人増加し、高齢化率は、24.4％から 25.8％に 1.4 ポイント増加してい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区  分 平成29年度 平成30年度 平成31年度 令和２年度 令和３年度 

総 人 口 1,195,150人 1,195,837人 1,195,960人 1,195,259人 1,190,735人 

 対前年度比 100.2％ 100.1％ 100.0％ 99.9％ 99.6％ 

高齢者人口 291,472人 296,148人 300,063人 304,017人 306,918人 

 対前年度比 101.9％ 101.6％ 101.3％ 101.3％ 101.0％ 

うち75歳以上 

の高齢者人口 
136,067人 141,781人 147,619人 151,994人 154,733人 

 対前年度比 104.7％ 104.2％ 104.1％ 103.0％ 101.8％ 

高齢化率 24.4％ 24.8％ 25.1％ 25.4％ 25.8％ 

 対前年度増減 0.4 0.4 0.3 0.3 0.4 

２ 広島市の高齢者人口と要支援・要介護認定者数等の推移 

※1 各年度9月末現在。 

※2 高齢化率は、総人口に占める高齢者人口の割合。 

高齢者人口 

人 

高齢化率 
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２ 要支援・要介護認定者数の推移 

平成2９年度から令和３年度までの間で、要支援・要介護認定者数は、5万5,6１９人から 

5万８,６２７人に３，００８人増加しています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区  分 平成29年度 平成30年度 平成31年度 令和2年度 令和３年度 

要支援１ 9,393人 9,181人 9,385人 9,533人 9,535人 

要支援２ 8,243人 8,710人 8,692人 8,713人 8,757人 

要介護１ 10,925人 10,720人 10,814人 11,308人 11,819人 

要介護２ 9,823人 9,912人 9,917人 9,962人 9,655人 

要介護３ 6,956人 7,216人 7,410人 7,688人 7,783人 

要介護４ 5,583人 5,637人 5,748人 6,200人 6,514人 

要介護５ 4,696人 4,666人 4,599人 4,539人 4,564人 

合  計 55,619人 56,042人 56,565人 57,943人 58,627人 

 対前年度比 100.8％ 100.8％ 100.9％ 10２.４％ 101.2％ 

認 定 率 18.7％ 18.6％ 18.5％ 18.7％ 18.８％ 

軽度者出現率 9.7％ 9.5％ 9.5％ 9.6％ 9.7％ 

※1 数値は、各年度9月末現在。 

2 各年度の要支援・要介護認定者には、40歳以上65歳未満の第2号被保険者を含む。 

3 認定率は、高齢者人口に占める要支援・要介護認定を受けている65歳以上の第１号被保険者数の割合。 

4 軽度者出現率は、高齢者人口に占める第１号被保険者の要支援１～要介護１認定者数の割合。 

人 

要支援1 

要介護5 

要介護4 

要介護3 

要介護2 

要介護１ 

要支援2 
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重点
施策

重点施策の目標／数値目標を設定して取り組む項目 担当課

Ⅰ 健康
づくりと
介護予防
の促進

重点施策
の目標

１ 健康寿命の延伸（健康状態の維持・改善）
地域包括ケア
推進課

２ 要介護状態等の維持・改善
介護保険課
高齢福祉課

数値目標
を設定し
て取り組
む項目

①ほぼ毎日、30分以上健康のために歩く高齢者の割合の増加 健康推進課

②80歳で20歯以上の自分の歯を有する者の割合の増加 健康推進課

③高齢者いきいき活動ポイント事業の健康づくり・介護予防活動に参加する高齢
者の割合の増加

高齢福祉課

④地域介護予防拠点の参加者数の増加
地域包括ケア
推進課

Ⅱ 見守
り支え合
う地域づ
くりの推
進

重点施策
の目標

１ 高齢者支援活動の担い手の拡大 高齢福祉課

２ 地域に拠り所を持つ高齢者の拡大 高齢福祉課

数値目標
を設定し
て取り組
む項目

①高齢者いきいき活動ポイント事業のボランティア活動に参加する高齢者の割合
の増加

高齢福祉課

②高齢者サロン等の数の増加
地域共生社会
推進課

③住民主体型生活支援訪問サービスの団体数の増加 高齢福祉課

Ⅲ 質の
高い介護
サービス
を安定し
て提供で
きる体制
づくりの
推進

重点施策
の目標

１ 介護サービス量の見込みに応じた施設・事業所の整備 介護保険課

２ サービスの提供に必要な介護人材の確保 介護保険課

３ 要介護状態等の維持・改善（再掲）
介護保険課
高齢福祉課

数値目標
を設定し
て取り組
む項目

①「ひろしま介護マイスター」養成事業所の割合 介護保険課

②ケアプラン点検の計画的な実施（進捗率） 介護保険課

③特定処遇改善加算の取得率の増加 介護保険課

Ⅳ 在宅
医療の充
実と在宅
医療・介
護連携の
推進

重点施策
の目標

１ 在宅医療の量的拡充
地域包括ケア
推進課

２ 自宅等の在宅で最期まで暮らした人の増加
地域包括ケア
推進課

数値目標
を設定し
て取り組
む項目

①在宅医療に関する同行研修の参加者数の確保
地域包括ケア
推進課

②医療・介護専門職の多職種連携を目的とした情報交換会等の参加者数の確保
地域包括ケア
推進課

③ACPに関する市民向け教室等の参加者数の増加
地域包括ケア
推進課

Ⅴ 認知
症施策の
推進

重点施策
の目標

１ 認知症の人やその家族を支援する活動の拡大
地域包括ケア
推進課

数値目標
を設定し
て取り組
む項目

①認知症サポーター養成数の増加
地域包括ケア
推進課

②認知症初期集中支援チームの支援によって医療・介護サービスにつながった者
の割合の確保

地域包括ケア
推進課

③認知症カフェの設置数の増加
地域包括ケア
推進課

３ 重点施策項目別の推進状況について

評
価
基
準

評価 基準（具体的な目標数値が定められている場合）

達成 実績値が目標値以上となっている

概ね達成 実績値が前年度を下回っておらず、かつ、目標値の９０％以上となっている

未達成 上記以外



健康づくりと介護予防の促進
１健康寿命の延伸（健康状態の維持・改善）

指標

各種健康リスク（※）がない高齢者の割合の対前年度比増
※ 低栄養、運動機能低下、口腔機能低下、社会参加低下（閉じこもり傾向）

設定理由

〇 本市では、全国との比較において、「平均寿命」と「健康寿命」の差（日常生活が制
限される期間）が大きく、また、要介護状態等においては、全国より、75 歳以上であっ
ても要支援・要介護度が比較的軽度な者の認定率が高い。

〇 こうした状況を踏まえ、地域福祉関係団体との連携の下、地域における介護予防拠点等
の取組支援などを行うことにより、高齢者ができる限り健康な状態を維持し、住み慣れた
地域で自立した生活を送ることが重要であるとの観点から、「健康寿命の延伸（健康状態
の維持・改善）」を目標項目に設定し、「各種健康リスクがない高齢者の割合」の増加を
図るとともに、「要介護状態等の維持・改善」を目標項目に設定し、「年齢階層別要介
護・要支援認定率」の低下を図る。

評価と今後の取組

未達成

△

前年度と比較して運動機能低下リスクがない高齢者の割合は増加したものの、低栄養、口
腔機能低下、社会参加低下（閉じこもり傾向）リスクがない高齢者の割合は微減しており、
目標をやや下回った。

今後も引き続き、低栄養の改善、口腔機能の向上、社会参加の促進等介護予防に資する取
組について、介護予防教室等を通して幅広く普及啓発を行うとともに、生活機能が低下した
虚弱高齢者を早期に発見し、適切な支援につなげる。

【各種健康リスクがない高齢者の割合】

健康リスク 令和２年度 令 和 3 年 度 対 前 年 度

低栄養 98.2％ 98.1％ ▲0.1

運動機能低下 83.2％ 85.8％ ＋2.6

口腔機能低下 73.4％ 73.3％ ▲0.1

社会参加低下
（閉じこもり傾向）

85.9％ 84.7％ ▲1.2

出典：広島市高齢者の生活実態と意識に関する調査

重点施策Ⅰ
重点施策目標
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健康づくりと介護予防の促進
２要介護状態等の維持・改善

指標

年齢階層別要介護・要支援認定率の対前年度比減

設定理由

○ 本市では、全国との比較において、「平均寿命」と「健康寿命」の差（日常生活が制
限される期間）が大きく、また、要介護状態等においては、全国より、75 歳以上であっ
ても要支援・要介護度が比較的軽度な者の認定率が高い。

○ こうした状況を踏まえ、地域福祉関係団体との連携の下、地域における介護予防拠点等
の取組支援などを行うことにより、高齢者ができる限り健康な状態を維持し、住み慣れた
地域で自立した生活を送ることが重要であるとの観点から、「健康寿命の延伸（健康状態
の維持・改善）」を目標項目に設定し、「各種健康リスクがない高齢者の割合」の増加を
図るとともに、「要介護状態等の維持・改善」を目標項目に設定し、「年齢階層別要介
護・要支援認定率」の低下を図る。

評価と今後の取組

達成

前年度と比較して、すべての年齢階層で認定率が減少しており、介護予防の取組の効果が
出ているものと考えられる。

今後も引き続き、健康づくりの促進や介護予防・フレイル対策の推進等に取り組む。

【年齢階層別要介護・要支援認定率】

年齢階層 令和２年度 令和３年度 対 前 年 度

65～69歳 2.8％ 2.6％ ▲0.2

70～74歳 5.7％ 5.6％ ▲0.1

75～79歳 13.0％ 12.8％ ▲0.2

80～84歳 28.9％ 27.0％ ▲1.9

85～89歳 53.1％ 52.2％ ▲0.9

90歳以上 78.8％ 78.2％ ▲0.6

※ 各年度９月末現在の認定率

重点施策Ⅰ
重点施策目標
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健康づくりと介護予防の促進
①ほぼ毎日、30分以上健康のために歩く高齢者の割合の増加

設定の考え方

高齢者が習慣的に身体を動かすことは、健康寿命の延伸に資するものであり、中でも、歩
くこと（ウォーキング）は、時間や場所を選ばず、どの世代でも取り組みやすい身近な運動
であることから、本市の健康づくり計画「元気じゃけんひろしま21（第２ 次）」で設定して
いる目標（30 分以上健康のために歩く70 歳以上の者の割合を10 年間で10 ポイント増加）を
踏まえ、対象者を65 歳以上の高齢者に拡大した上で、令和４ 年度まで毎年度１ ポイントず
つ増加させることを目標とする。

実施内容

介護予防等普及啓発事業においてシニアウォーキング講座を開催し、それをきっかけに自
主グループの立ち上げを行い、仲間と継続してウォーキングが行える環境づくりを行った。

評価と今後の取組

未達成

令和3年度のほぼ毎日、30分以上健康のために歩く高齢者の割合は、令和2年度と比べて減
少しており、目標は達成できなかった。

今後も引き続き、シニア健康ウォーキング教室を開催するとともに、高齢者いきいき活動
ポイント等のインセンティブ制度を効果的に活用して、教室への参加者の増加及び自主活動
グループの活性化に努める。また、新型コロナウイルス感染症禍で、グループ活動等が難し
い状況であっても、個人でウォーキングに取り組む高齢者が増えるよう、健康ウォーキング
認定制度等のウォーキングに関連した情報の発信を行う。

【シニアウォーキング講座実施状況】

令 和 ２ 年 度 令 和 ３ 年 度

実施回数 27回 25回

参加者延人数 479人 462人

重点施策Ⅰ
数値目標設定項目

【ほぼ毎日、30分以上健康のために歩く高齢者の割合】

令 和 ２ 年 度 令 和 ３ 年 度

数値目標 －
男性 35.0%
女性 30.0%

実 績
男性 34.4%
女性 28.1%

男性 31.7%
女性 25.2%

出典：広島市高齢者の生活実態と意識に関する調査
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健康づくりと介護予防の促進
② 80 歳で20 歯以上の自分の歯を有する者の割合の増加

設定の考え方

80 歳以上で、自分の歯を20 本以上保っている人は、食物をよくかめるだけでなく、健康
で活動能力が高く、自立した生活を送ることができるとされていることから、本市の健康づ
くり計画「元気じゃけんひろしま21（第２ 次）」で設定している目標（80 歳で20 歯以上の
自分の歯を有する者の割合を令和４ 年度に60％以上）を踏まえ、平成31年度実績（48.3％）
から令和４ 年度まで毎年度約４ ポイントずつ増加させることを目標とする。

実施内容

歯の喪失要因となる歯周病の予防や早期発見のため、30・35・40・45・50・60・70歳の
市民を対象に節目年齢歯科健診を実施した。

評価と今後の取組

未達成

令和3年度の80歳で20歯以上の自分の歯を有する者の割合は、令和2年度と比べて減少して
おり、目標は達成できなかった。

80歳で20歯以上の自分の歯を有するためには、若い頃からの歯周病予防対策等の積み重ね
が必要であることから、今後も、定期的な歯科健診受診の必要性等について、各区の歯周病
予防教室や市ホームページ、「高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施」などにより市
民に啓発し、より一層歯の喪失予防に努める。

重点施策Ⅰ
数値目標設定項目

【80 歳で20 歯以上の自分の歯を有する者の割合】

令 和 ２ 年 度 令 和 ３ 年 度

数値目標 ー 56.1%

実 績 47.0％ 45.8%

出典：広島市高齢者の生活実態と意識に関する調査

【節目年齢歯科健診実施状況】

令 和 ２ 年 度 令 和 ３ 年 度

対象者数 91,264人 107,087人

受診者数 11,447人 13,736人

受診率 12.5% 12.8%
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健康づくりと介護予防の促進
③高齢者いきいき活動ポイント事業の健康づくり・介護予防活動に参加
する高齢者の割合の増加

設定の考え方

高齢者いきいき活動ポイント事業については、高齢者の健康づくり・介護予防活動の促進
に効果的であることから参加率の増加を目指し、令和２年９月からの対象者拡大後、最初の
参加実績を把握できる時期が令和４年度になることを踏まえ、第８期の３年間においては、
対前年度比で参加率を増加させることを目標とする。

実施内容

事業の対象活動の例を掲載した利用促進チラシの配布などにより、高齢者や地域団体に事
業への参加を働き掛けるなど、高齢者が参加しやすい環境づくりに取り組んだ。

また、高齢者の誰もが参加でき、介護予防に資する様々な「通いの場」の活性化を図るた
め、地域高齢者交流サロンに対する補助を行うなど、ポイント事業への参加の場の確保を
図った。

評価と今後の取組

未達成

健康づくり・介護予防活動への参加率は、新型コロナウイルス感染症の影響に加え、令和
２年９月から事業の対象者を65歳以上に拡大する中、70歳以上の参加率が31.7%であったの
に対し、65歳から69歳の参加率が17.8%と低調であったことなどから、全体として前年度を
わずかに下回った。

今後も引き続き、感染防止に留意しつつ、あらゆる機会を捉え、高齢者や地域団体に事業
への参加を働き掛け、参加率が比較的低い65歳から69歳の年齢層の参加率の向上に取り組む
とともに、高齢者がより参加しやすい環境づくりなどにも取り組む。

重点施策Ⅰ
数値目標設定項目

【高齢者いきいき活動ポイント事業の健康づくり
・介護予防活動に参加する高齢者の割合】

令 和 ２ 年 度 令 和 ３ 年 度 対 前 年 度

実 績 28.3％ 28.1％ ▲0.2

【地域高齢者交流サロン数】

令 和 ２ 年 度 令 和 ３ 年 度

補助対象サロン数 367か所 347か所

【ポイント事業の健康づくり・介護予防活動参加者数】

令 和 ２ 年 度 令 和 ３ 年 度

参加者数 56,996人 69,787人
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健康づくりと介護予防の促進
④地域介護予防拠点の参加者数の増加

設定の考え方

介護予防・フレイル対策に効果の高い地域介護予防拠点活動の更なる活性化を目指し、現
在の本市高齢者人口に占める参加者数割合（6.3％）を踏まえ、国が掲げる令和７ 年度
（2025 年度）の参加数割合の目標（８％）が本市でも達成できるよう、令和７ 年度の参加
者数を約25,000 人と設定して、平成31年度実績（19,169人）から毎年度１,000 人ずつ参加者
数を増加させることを目標とする。

実施内容

地域包括支援センターがコーディネーターとなり、地域リハビリテーション活動支援事業
によるリハビリ専門職の派遣を活用しながら、地域介護予防拠点の活動への動機付けや立ち
上げ支援等を行うとともに、地域高齢者交流サロン運営事業の補助対象のうち、週1回以上1
回につき30分以上の筋力運動に取り組む地域団体等に対し、年10万円（うち地域高齢者交流
サロン運営事業分5万円）を限度に運営費を補助した。

また、事業に関わるリハビリ専門職の人材育成のための研修を開催し、取組内容に即した
支援を提供しうるリハビリ専門職の人材育成に取り組んだ。

評価と今後の取組

概ね達成

地域介護予防拠点の参加者数は、前年度と比べて増加しており、目標を概ね達成すること
ができた。

その要因として、新型コロナウイルス感染症の影響により地域介護予防拠点における活動
が困難な状況においても、人数を分けて２部制で開催するなど感染症予防対策を講じつつ、
工夫しながら活動を継続したことが挙げられる。

より多くの高齢者が身近な場所で介護予防の活動ができるよう、引き続き、地域介護予防
拠点の立ち上げ・運営支援を行う。

重点施策Ⅰ
数値目標設定項目

【地域介護予防拠点の参加者数】

令 和 ２ 年 度 令 和 ３ 年 度

数値目標 ー 21,000人

実績 20,273人 20,749人

出典：本市作成
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見守り支え合う地域づくりの推進
１高齢者支援活動の担い手の拡大

指標

地域における高齢者支援の活動に参加したと回答した人の割合の対前年度比増

設定理由

○ 今後の高齢者人口の増加、とりわけ、一人暮らし高齢者が増加していくことなどを踏ま
えると、高齢者支援のニーズはますます増加していくことが見込まれる。

○ このため、高齢者支援の活動に取り組む方々を増やしていくことが重要であり、今後、
地域福祉関係団体との連携の下、高齢者いきいき活動ポイント事業の実施等により、高齢
者支援活動の更なる増加を図っていくこととしていることから、「高齢者支援活動の担い
手の拡大」を目標項目に設定し、「地域における高齢者支援の活動に参加した」と回答し
た人の割合の増加を図る。

評価と今後の取組

達成

地域における高齢者支援の活動に参加したと回答した人の割合は、令和2年度の2.5％に対
して、令和３年度は3.2％と前年度比で0.7ポイント増加しており、高齢者支援活動は着実に
増加している。

今後も引き続き、高齢者いきいき活動ポイント事業（地域でのボランティア活動）への参
加など、高齢者支援活動への参加を促進していく。

【地域における高齢者支援の活動に参加したと回答した人の割合】

令和２年度 令 和 3 年 度 対 前 年 度

上記回答者 2.5％ 3.2％ ＋0.7

出典：広島市市民意識調査

重点施策Ⅱ
重点施策目標
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見守り支え合う地域づくりの推進
２地域に拠り所を持つ高齢者の拡大

指標

何かあったときに相談する相手（家族や友人・知人以外）がいると回答した人の割合の対
前年度比増

設定理由

○ 65歳以上の高齢者（要介護者を除く。）を対象とした本市実態調査では、何かあった時
に相談する相手（家族や友人・知人以外）がいないという方が３割を超えており、加齢と
ともに要介護認定率が高まる事実を踏まえれば、いざという時の備えのためにも、このよ
うな状況を改善していく必要がある。

○ このため、見守りの取組などを通じて、何かあった時に身近な拠り所を持つ高齢者を増
やしていく視点が重要であることから、「地域に拠り所を持つ高齢者の拡大」を目標項目
に設定し、「何かあったときに相談する相手（家族や友人・知人以外）がいる」と回答し
た人の割合の増加を図る。

評価と今後の取組

達成

「何かあったときに相談する相手（家族や友人・知人以外）がいると回答した人の割合」
は、令和２年度の53.3％に対して、令和３年度は53.4％と前年度から0.1ポイント増加し、目
標を達成することができた。

地域全体で高齢者の見守り活動を行う高齢者地域支え合い事業において、見守り協力員に
よる自宅訪問に代えて、地域のサロンや介護予防拠点等の通いの場へ参加していただくなど、
新たな取組が始まっている地域もある。

今後、こうした取組を研修会や活動事例集等を通じて他の地区にも展開するほか、本事業
の普及に向けた広報の充実を図ることで、何かあった時に身近な拠り所を持つ高齢者を増や
していく。

【何かあったときに相談する相手（家族や友人・知人以外）
がいると回答した人の割合】

令 和 ２ 年 度 令 和 3 年 度 対 前 年 度

上記回答者 53.3％ 53.4％ ＋0.1

出典：広島市高齢者の生活実態と意識に関する調査

重点施策Ⅱ
重点施策目標
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見守り支え合う地域づくりの推進
①高齢者いきいき活動ポイント事業のボランティア活動に参加する高齢

者の割合の増加

設定の考え方

高齢者いきいき活動ポイント事業については、高齢者のボランティア活動の促進に効果的
であることから参加率の増加を目指し、令和２年９月からの対象者拡大後最初の参加実績を
把握できる時期が令和４年度になることを踏まえ、第８期の３年間においては、対前年度比
で参加率を増加させることを目標とする。

実施内容

事業の対象活動の例を掲載した利用促進チラシの配布などにより、高齢者や地域団体に事
業への参加を働き掛けるなど、高齢者が参加しやすい環境づくりに取り組んだ。

評価と今後の取組

未達成

ボランティア活動への参加率は、新型コロナウイルス感染症の影響に加え、令和２年９月
から事業の対象者を65歳以上に拡大する中、70歳以上の参加率が19.1%であったのに対し、
65歳から69歳の参加率が8.8%と低調であったことなどから、全体として前年度を下回った。

今後も引き続き、感染防止に留意しつつ、あらゆる機会を捉え、高齢者や地域団体に事業
への参加を働き掛け、参加率が比較的低い65歳から69歳の年齢層の参加率の向上に取り組む
とともに、高齢者がより参加しやすい環境づくりなどにも取り組む。

重点施策Ⅱ
数値目標設定項目

【ポイント事業のボランティア活動参加者数】

令 和 ２ 年 度 令 和 ３ 年 度

参加者数 35,276人 40,846人

【高齢者いきいき活動ポイント事業のボランティア活動に参加する高齢者の割合】

令 和 ２ 年 度 令 和 ３ 年 度 対 前 年 度

実 績 17.5％ 16.4％ ▲1.1
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見守り支え合う地域づくりの推進
②高齢者サロン等の数の増加

設定の考え方

地域の身近な場所で高齢者同士・地域住民とのふれあいや交流の場となる高齢者サロン等
は、参加者である高齢者相互による見守りにもつながることから、更なる増加を目指し、第
８期の３年間は、平成22年度から平成31年度までの増加傾向等を踏まえ、毎年度42か所ずつ
増加させることを目標とする。

実施内容

地区社会福祉協議会において、区社会福祉協議会及び地域包括支援センター等の関係機関
と連携しながら、「新・福祉のまちづくり総合推進事業」（①近隣ネットワークづくり推進
事業 ②ふれあい・いきいきサロン設置推進事業 ③地区ボランティアバンク活動推進事
業）を実施しており、その中で実施するふれあい・いきいきサロン設置推進事業を通して、
地域の中で気軽に行ける身近なサロン等をはじめとした通いの場づくりを進めている。

本市では、こうした活動を支援するために区社会福祉協議会の生活支援コーディネーター
と連携しながら、住民運営の高齢者サロンに対して運営費の補助など運営の支援を行ってい
る。

評価と今後の取組

達成

高齢者サロン等の数は、数値目標の1,381か所に対して実績が1,425か所と、目標を達成す
ることができた。

今後も引き続き、身近な地域で気軽に参加できるサロン（居場所）づくりを推進するため、
地区社会福祉協議会の活動への支援や地域高齢者交流サロン運営事業によるサロンへの運営
支援を通じて、サロン数の増加に向けて取り組んでいく。

重点施策Ⅱ
数値目標設定項目

【高齢者サロン等の数】

令 和 ２ 年 度 令 和 ３ 年 度

数値目標 ー 1,381か所

実 績 1,343か所 1,425か所

※ 各年度３月末現在の数
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見守り支え合う地域づくりの推進
③住民主体型生活支援訪問サービスの団体数の増加

設定の考え方

地域における支え合いの体制づくりを推進する必要があることから、令和７年度（2025年
度）までに、住民主体型生活支援訪問サービスの団体数を令和２年度（30団体）の２倍（60
団体）にすることを目指し、毎年度６団体ずつ増加させることを目標とする。

実施内容

生活支援コーディネーターによる地区社会福祉協議会やボランティア団体等の地域団体へ
の働きかけを行うほか、「ひろしま市民と市政」への記事の掲載や、住民主体型生活支援訪
問サービスの説明パンフレットの作成等による広報を行った。また、「介護予防・日常生活
支援総合事業実施団体募集説明会」を開催し、実施団体の選定申請の流れや選定方法につい
て説明を行った。さらに、令和３年度から、新規の実施団体に対する運営費の補助金を増額
し、団体数の拡充を図った。

評価と今後の取組

概ね達成

住民主体型生活支援訪問サービスの団体数は、数値目標の36団体に対して実績が35団体と、
目標を概ね達成することができた。

住民主体型生活支援訪問サービスに係る令和２年度の利用実人数が111人、サービス提供
件数が延べ631件であるのに対し、令和３年度の利用実人数は155人、サービス提供件数は延
べ837件といずれも増加しており、徐々に住民主体型生活支援訪問サービスが地域の生活支
援として浸透している。

地域における支え合いの体制づくりを図るために、引き続き、募集説明会の開催や広報に
よる市民への普及・啓発を行うほか、生活支援コーディネーターによる地域団体への働きか
けを行うとともに、住民主体型生活支援訪問サービスの実施団体に対する立ち上げ・運営支
援に取り組む。

重点施策Ⅱ
数値目標設定項目

【住民主体型生活支援訪問サービスの団体数】

令 和 ２ 年 度 令 和 ３ 年 度

数値目標 ー 36団体

実 績 30団体 35団体
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質の高い介護サービスを安定して提供できる体制づくりの推進
１介護サービス量の見込みに応じた施設・事業所の整備

指標

・入所系サービスの整備定員数
・介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）
・認知症高齢者グループホーム

・地域密着型サービスの事業所数
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・小規模多機能型居宅介護
・看護小規模多機能型居宅介護

設定理由

○ 今後の要介護者や認知症高齢者の増加を見据えると、入所の必要性が高い要介護者の受
入れができるよう、特別養護老人ホームや認知症高齢者グループホームの整備を行う必要
があることから、これらの整備定員数を目標として設定する。

○ また、地域包括ケアシステムを推進していく上で特に重要な役割を担う定期巡回・随時
対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護のサービス
について、更なる充実を図る必要があることから、これらの事業所数の増を目標として設
定する。

評価と今後の取組

未達成

特別養護老人ホームについては、整備目標の約6割の達成率にとどまった。これは、現下のコ
ロナ禍や物価高の状況において、介護人材や資金の不足、土地確保の困難さなどにより事業者の
応募が少なかったものと考えられる。今後、事業者の声を聞きながら、応募のインセンティブを
高める取組を検討する。

認知症高齢者グループホームについては、充足率が低い日常生活圏域における応募について加
点項目の加点を増やすとともに、当該圏域を県の補助金を活用した整備費補助制度の対象とした
ことなどにより、整備目標をほぼ達成できた。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所等の地域密着型サービスについては、整備目標の8
～9割の達成率となった。引き続き募集を実施し、計画期間中の充足を目指す。

重点施策Ⅲ
重点施策目標

【募集選定及び開設の状況】

令 和 3 年 度 第 8 期 計 画

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム） 99人分(※1) 180人分

認知症高齢者グループホーム 206人分(※1) 207人分

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 21事業所(※2) 23事業所

小規模多機能型居宅介護事業所 45事業所(※2) 53事業所

看護小規模多機能型居宅介護事業所 8事業所(※2) 9事業所

※1 募集選定済の定員数
※2 開設中（募集選定済を含む）の事業所数
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質の高い介護サービスを安定して提供できる体制づくりの推進
２サービスの提供に必要な介護人材の確保

指標

介護人材の不足感を抱く施設・事業所の割合の対前年度比減

設定理由

○ 施設・事業所の整備と合わせて、介護サービスの提供には、介護人材の確保が不可欠で
あることから、「サービスの提供に必要な介護人材の確保」を目標項目に設定し、業務の
効率化の取組の成果も併せて評価できるよう、人材の不足感を抱く施設・事業所の割合を
減少させることを目標とする。

評価と今後の取組

評価不能

介護職員（看護職員を含まない）について不足感を抱く施設・事業所が、他職種と比較し
て多かった。

今後も引き続き、介護人材の不足感を抱く施設・事業所の割合を減少させることができる
よう、介護人材の処遇改善や介護人材と事業者双方のマッチング機会の創出、質の高い中核
的な人材の育成・定着支援、介護人材の裾野拡大に取り組むこととしている。

重点施策Ⅲ
重点施策目標

【介護人材の不足感を抱く施設・事業所の割合】

職種 令和2年度 令和3年度 対前年度

介護職員（看護職員を含まない） ‐ 63.9％ ‐

訪問介護員（サービス提供責任者を含まない） ‐ 43.4％ ‐

介護支援専門員（ケアマネジャー） ‐ 23.0％ ‐

上記以外 ‐ 34.7％ ‐

出典：令和3年度広島市介護サービス事業者調査。各職種につき「配置する必要なし」と回答した事
業者を除き、「大いに不足」「不足」「やや不足」と回答した事業者の占める割合（他の選択肢は
「適当」「過剰」）。
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質の高い介護サービスを安定して提供できる体制づくりの推進
３要介護状態等の維持・改善（再掲）

指標

年齢階層別要介護・要支援認定率の対前年度比減

重点施策Ⅰー重点施策目標ー2 要介護状態等の維持・改善（２頁に記載）

重点施策Ⅲ
重点施策目標



質の高い介護サービスを安定して提供できる体制づくりの推進
①「ひろしま介護マイスター」養成事業所の割合の増加

設定の考え方

介護技術に優れ職場内でリーダーとなる高い資質を持った職員を養成する事業所を増加さ
せるため、全対象事業所（約1,500事業所）に占める「ひろしま介護マイスター」養成事業所
の割合を令和７年度（2025年度）までに、令和２年度の1.5倍とすることを目指し、毎年度
0.9ポイントずつ増加させることを目標とする。

実施内容

介護職員の資質の向上やキャリア形成を図るとともに、その社会的評価を高め、介護技術
に優れた中核となる人材の養成・定着を促進するため、国の「介護プロフェッショナルキャ
リア段位制度」に基づき、一定レベル以上の認定を取得した者を「ひろしま介護マイスター
」として認定し、養成した事業所に奨励金を交付した。

評価と今後の取組

達成

全対象事業所に占める「ひろしま介護マイスター」養成事業所の割合は、令和２年度から
令和３年度にかけて1.9ポイント増加し、令和３年度末時点で10.9%となり、目標（9.9%）を
達成することができた。

令和３年度から「ひろしま介護マイスター」の養成実績のない事業所が新たに養成した場
合、奨励金を上乗せして支給することとしており、今後も引き続き、国の「介護プロフェッ
ショナルキャリア段位制度」において、一定レベル以上の認定を取得した介護職員が所属す
る事業所へ直接、「ひろしま介護マイスター」制度の意義を説明し、当該介護職員を「ひろ
しま介護マイスター」に推薦するよう促す。

また、「ひろしま介護マイスター」への認定対象者を増やすため、セミナーを開催するな
どにより、「介護プロフェッショナルキャリア段位制度」などの周知活動を行う。

重点施策Ⅲ
数値目標設定項目

【「ひろしま介護マイスター」認定者数等】

令 和 ２ 年 度 令 和 ３ 年 度

認定者数 14人 65人

新規養成事業所数 8事業所 22事業所

【全対象事業所に占める「ひろしま介護マイスター」養成事業所の割合】

令 和 ２ 年 度 令 和 ３ 年 度

数値目標 ー 9.9%

実 績 9.0% 10.9％

※ 各年度３月末現在の割合
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質の高い介護サービスを安定して提供できる体制づくりの推進
②ケアプラン点検の計画的な実施（進捗率）

設定の考え方

利用者の状態に即した自立支援に資するサービスの提供と介護給付の適正化につながる適
切なケアマネジメントを推進するため、全ての居宅介護支援事業所等（約400事業所）につ
いて、３年間で１度ケアプラン点検を実施することを目標とする。

実施内容

居宅介護支援事業所や介護予防支援事業所を訪問し、自立支援に資するケアマネジメント
の実践に向けて点検・指導を行った。

評価と今後の取組

未達成

令和3年度は、新型コロナウイルス感染症蔓延に伴う県の外出削減要請や事業所からの訪
問延期要請があり、予定していた事業所の訪問ができず、目標は達成できなかった。令和4
年度からは感染防止の観点から、試行的にオンラインを活用して実施できるよう準備を進め
ており、引き続き自立支援に資するケアマネジメントの実践に向けて、ケアプランの点検と
指導を行う。

重点施策Ⅲ
数値目標設定項目

【ケアプラン点検の進捗率】

令 和 ２ 年 度 令 和 ３ 年 度

数値目標 ー 33%

実 績 －（64件） 23％（93件）

※ （ ）は実施件数。
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質の高い介護サービスを安定して提供できる体制づくりの推進
③特定処遇改善加算の取得率の増加

設定の考え方

介護職員の賃金面での処遇改善を図るとともに、介護職員の将来にわたる安定的な確保に
つなげるため、令和元年に創設された特定処遇改善加算について、令和５年度までに対象事
業所（約1,600事業所）の75％が取得することを目指し、平成31年度（約65％）から毎年度
2.5ポイントずつ増加させることを目標とする。

実施内容

介護職員の処遇改善ひいては介護職員の確保・定着を一層促進することを目的に、介護事
業所における介護職員等特定処遇改善加算及びその取得要件となっている介護職員処遇改善
加算（以下「特定処遇改善加算等」という。）の新規取得及び上位加算区分への変更を支援
するため、介護職員処遇改善加算等取得促進のためのセミナーの開催や社会保険労務士等に
よる個別相談を実施した。

評価と今後の取組

達成

対象事業所における特定処遇改善加算の取得率は、令和２年度から令和３年度にかけて1.7
ポイント増加し、令和３年度実績は71.6%となり、目標を達成することができた。

今後も引き続き、介護職員の賃金面での処遇改善による他業種との賃金格差是正に向けて、
事業所に対し、特定処遇改善加算等や令和４年１０月に新設された介護職員等ベースアップ
等支援加算取得及び上位加算区分への変更を促すため、セミナー及び個別相談を実施する。

重点施策Ⅲ
数値目標設定項目

【対象事業所における特定処遇改善加算の取得率】

令 和 ２ 年 度 令 和 ３ 年 度

数値目標 ー 70.0%

実 績 69.9％ 71.6％

※ 実績は各年度、翌年度４月末現在。
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在宅医療の充実と在宅医療・介護連携の推進
１在宅医療の量的拡充

指標

訪問診療・往診の受給状況の対前年度比増

設定理由

○ 医療と介護の双方のニーズが高い傾向にある後期高齢者が増加する中で、高齢者が住み
慣れた地域において安心して暮らすことができるよう、医療・介護サービスを適切に提供
する必要があり、そのために不可欠な在宅医療の量的な充実が求められることから、「在
宅医療の量的拡充」を目標項目に設定し、「訪問診療・往診の受給状況」の増加を図る。

評価と今後の取組

達成

訪問診療・往診の受給状況は、前年度と比べて件数が増加しており、目標を達成すること
ができた。

今後も引き続き、在宅医療の量的拡充に向けて、在宅医療・介護連携に関する取組を進め
ていく。

重点施策Ⅳ
重点施策目標

【訪問診療・往診の受給状況】

令和２年度 令 和 3 年 度 対 前 年 度

訪問診療・往診の
受給状況

122,441件 129,126件 +6,685件

出典：広島県統計データ
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在宅医療の充実と在宅医療・介護連携の推進
２自宅等の在宅で最期まで暮らした人の増加

指標

自宅等の在宅で最期まで暮らした人の割合の対前年度比増

設定理由

○ 在宅医療の充実及び在宅医療・介護連携を推進することで、住み慣れた自宅で人生の最
期を迎えたいという市民の半数以上が望んでいるニーズに応えていく観点から、「自宅等
の在宅で最期まで暮らした人の増加」を目標項目に設定し、「自宅等の在宅で最期まで暮
らした人の割合」の増加を図る。

評価と今後の取組

達成

自宅等の在宅で最期まで暮らした人の割合は、前年度と比べて増加しており、目標を達成
することができた。

しかしながら、半数以上の市民が住み慣れていた自宅等の在宅で人生の最期を迎えること
を望んでいることを踏まえると、依然として乖離は大きいため、今後も引き続き、その割合
の増加に向けた取組を進めていく。

重点施策Ⅳ
重点施策目標

【自宅等の在宅で最期まで暮らした人の割合】

令 和 ２ 年 度 令 和 3 年 度 対 前 年 度

自宅等の在宅で最期
まで暮らした人の割合

26.9％ 30.2% +3.3

出典：厚生労働省人口動態調査
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在宅医療の充実と在宅医療・介護連携の推進
①在宅医療に関する同行研修の参加者数の確保

設定の考え方

在宅医療の担い手の拡大と疾病や診療内容に応じた対応力の向上を目指し、毎年度、それ
まで未参加の医療専門職等が、実際に在宅医療の現場に同行して行う実践的な研修に参加す
ることによって担い手のすそ野を広げられるよう、現状（平成31年度：222人）以上の参加
者数の維持を目標とする。

実施内容

在宅医療の担い手の拡大と疾病や診療内容に応じた対応力の向上を図るため、看護師、薬
剤師の職種ごとや多職種合同で、在宅医療の現場に医療専門職等と同行して行う研修を実施
した。

評価と今後の取組

未達成

市レベル、区レベルで実施している同行研修について、新型コロナウイルス感染症の影響
により、患者宅等へ訪問することや多職種によるチームでの研修実施が困難であったため、
十分な開催回数及び参加者数を確保することができず、目標を達成することができなかった。

在宅医療の担い手となる医療専門職の拡大や在宅医療を支える多職種の連携の強化は重要
であり、新型コロナウイルス感染症の影響がある中でも、今後は、少人数による研修の実施
など感染症対策を講じつつ、在宅医療の担い手の拡大と疾病や診療内容に応じた対応力の向
上に向けた取組を着実に進めていく。

重点施策Ⅳ
数値目標設定項目

【在宅医療に関する同行研修の参加者数】

令 和 2 年 度 令 和 ３ 年 度

数値目標 ー 230人

実 績 23人 159人

－23－



在宅医療の充実と在宅医療・介護連携の推進
②医療・介護専門職の多職種連携を目的とした情報交換会等の参加者数

の確保

設定の考え方

情報交換会・研修会等を通じた医療・介護専門職の多職種における顔の見える関係づくり
やケアの質向上を目指し、情報交換会等が各日常生活圏域等において広く開催されている現
状（年間117回）を踏まえ、毎年度、様々な医療・介護専門職が参加できるよう、現状（平
成31年度：7,475人）と同程度の参加者数の維持を目標とする。

実施内容

広島市在宅医療・介護連携推進事業において、在宅医療・介護関係者の顔の見える関係づ
くりや連携の促進及びケアの質の向上を図るため、多職種が参加する研修会・情報交換会・
事例検討会を開催した。

評価と今後の取組

達成

医療・介護専門職の多職種連携を目的とした情報交換会等の参加者数は、令和２年度には
前年度の実績を下回ったが、令和３年度は増加に転じ目標を達成することができた。

その要因として、新型コロナウイルス感染症の影響により各種会議開催が困難な状況にお
いても、開催方法を対面開催からオンライン開催に変更するほか、対面開催とした場合でも
人数制限や会場変更により感染症予防対策に配慮するなど、コロナ禍における会議等の開催
方法について一定の工夫を行ったことが挙げられる。

今後も引き続き、各日常生活圏域等において合同研修会や情報交換会等を開催し、多職種
間の顔の見える関係づくり等の取組を進めていく。

重点施策Ⅳ
数値目標設定項目

【医療・介護専門職の多職種連携を目的とした
情報交換会等の開催状況】

令 和 ２ 年 度 令 和 ３ 年 度

開催回数 69回 131回

【医療・介護専門職の多職種連携を目的とした
情報交換会等の参加者数】

令 和 2 年 度 令 和 ３ 年 度

数値目標 ー 7,500人

実 績 3,220人 7,678人

－24－



在宅医療の充実と在宅医療・介護連携の推進
③ＡＣＰに関する市民向け教室等の参加者数の増加

設定の考え方

ＡＣＰを実践することで人生の最期まで自分らしく暮らし続けることができるよう、令和
５年度までに、各日常生活圏域において市民向けのＡＣＰの教室等を実施して参加者数を増
やすことを目指し（41地域包括支援センターで各１回50人程度の参加者数と見込み2,000
人）、平成31年度実績（469人）から毎年度500人ずつ増加させることを目標とする。

実施内容

各日常生活圏域において、地域包括支援センターや地域団体等が協力し、ＡＣＰに関する
講義、事例発表、グループワークを行うなど、ＡＣＰに関する市民向けの教室等を開催した。

評価と今後の取組

達成

各日常生活圏域で行う市民向けのＡＣＰの普及・啓発に係る取組（ＡＣＰに関する市民向
け教室等）については、平成31年度から参加者数が着実に増加し、目標を達成することがで
きた。

ＡＣＰの実践を広めるには、専門職への働きかけと併せて市民への普及・啓発が重要であ
ることから、引き続き、ＡＣＰに関する市民への普及・啓発に向けた取組を進めていく

重点施策Ⅳ
数値目標設定項目

【ＡＣＰに関する市民向け教室等の開催状況】

令 和 ２ 年 度 令 和 ３ 年 度

開催回数 43回 64回

【ＡＣＰに関する市民向け教室等の参加者数】

令 和 2 年 度 令 和 ３ 年 度

数値目標 ー 1,000人

実 績 877人 1,364人

－25－



認知症施策の推進
１認知症の人やその家族を支援する活動の拡大

指標

認知症の人やその家族に対して何らかの協力をしたと回答した人の割合の対前年度比増

設定理由

○ 認知症の高齢者が多くの人にとって身近なものとなりつつある中、認知症は誰もがなり
うるものであるという認識の下、市民が認知症への理解を深め、地域で支えるという意識
を高め、支援活動に結び付けていくことが、認知症高齢者等にやさしい地域づくりを進め
ていく上で重要である。

○ このため、市民が地域で支援する活動の拡大が重要であるという観点から、「認知症の
人やその家族を支援する活動の拡大」を目標項目に設定し、「認知症の人やその家族に対
して何らかの協力をした」と回答した人の割合の増加を図る。

評価と今後の取組

未達成

「認知症の人やその家族に対して何らかの協力をした」と回答した人の割合は前年度と比
べ微減しており、目標をやや下回った。

今後も引き続き、市民が認知症の理解を深め、地域で支えるという意識を高めることで、
認知症の人などへの支援活動に結び付くよう、普及啓発など各種取組を推進する。

重点施策Ⅴ
重点施策目標

【認知症の人やその家族に対して何らかの協力をしたと回答した人の割合】

令 和 ２ 年 度 令 和 3 年 度 前 年 度 比

上記回答者の割合 25.7％ 25.4％ ▲0.3

出典：広島市市民意識調査

－26－



認知症施策の推進
①認知症サポーターの養成数の増加

設定の考え方

地域において認知症の人への理解者・支援者となる認知症サポーターを更に増やしていく
ため、令和７年度（2025年度）までに、累計養成数を現状（平成31年度：108,208人）の1.5
倍（約165,000人）にすることを目指し、養成数を毎年度10,000人ずつ増加させることを目
標とする。

実施内容

地域包括支援センターが中心となって、地域住民、事業者、児童・生徒を対象に認知症サ
ポーター養成講座を開催した。また、認知症サポーター養成講座の講師を担う認知症アドバ
イザーを養成するため、介護従事者等を対象に講座を開催した。

評価と今後の取組

概ね達成

認知症サポーターの単年度の養成数については、前年度と比べて増加しており、目標を概
ね達成することができた。

今後も引き続き、コロナ禍においてもオンラインを活用するなどして、認知症サポーター
養成講座を着実に開催することで、認知症に関する正しい知識をより多くの地域住民等に普
及させる取組を進めていく。

重点施策Ⅴ
数値目標設定項目

【認知症サポーター養成講座実施状況】

令 和 ２ 年 度 令 和 ３ 年 度

開催回数 215回 238回

養成数 7,368人 9,312人

【認知症サポーター養成数（累計）】

令 和 ２ 年 度 令 和 ３ 年 度

数値目標 ー 125,000人

実 績 115,576人 124,888人

－27－



認知症施策の推進
②認知症初期集中支援チームの支援によって医療・介護サービスにつな

がった者の割合の確保

設定の考え方

認知症が疑われる人などを訪問し、初期の支援を包括的・集中的に行う認知症初期集中支
援チームの活動によって、医療・介護サービスにつながった者の割合の確保を目指し、国の
認知症施策推進大綱で掲げる目標（65％）を既に上回っていること、また、支援者の中には
認知症ではないなどの理由で、サービスにつなげられない者がいることも踏まえて、80％以
上を維持することを目標とする。

実施内容

認知症初期集中支援チームは、平成29年度から令和３年度にかけて全ての区に１チームず
つ設置した。同チームにおいて認知症が疑われる人や認知症の人及びその家族を訪問し、初
期の支援を包括的・集中的に行い、認知症サポート医や認知症地域支援推進員などと連携し
ながら、医療・介護サービスにつなげる等、自立生活のサポートに取り組んだ。

評価と今後の取組

達成

医療・介護サービスにつながった者の割合は80％以上を維持しており、目標を達成するこ
とができた。引き続き、認知症初期集中支援チームの役割等について幅広く普及啓発を図る
とともに、認知症の人と家族に対する初期段階の支援を適切に行う。

重点施策Ⅴ
数値目標設定項目

【認知症初期集中支援チームの支援によって
医療・介護サービスにつながった者の割合】

令 和 2 年 度 令 和 ３ 年 度

数値目標 ー 80％以上

実 績 79.2% 80.7%

－28－



認知症施策の推進
③認知症カフェの設置数の増加

設定の考え方

認知症の人と家族、専門職、地域住民等が気軽に集い、相談・交流などができる場をでき
るだけ多くの地域で作るため、令和７年度（2025年度）までに、全小学校区に１か所程度の
認知症カフェの設置を目指し、毎年度８か所ずつ増加させることを目標とする。

実施内容

認知症地域支援推進員を中心に認知症カフェの立ち上げ支援や運営支援を行った。また、
一定の要件を満たす認知症カフェには、開催頻度に応じて運営費に対する補助を行った。

評価と今後の取組

達成

認知症カフェの設置数について、前年度から６か所増加し、目標を達成することができた。
認知症の人とその家族を地域で支える場の拡大を図るため、引き続き、認知症地域支援推

進員を中心に認知症カフェへの立上げや運営の支援に取り組む。

重点施策Ⅴ
数値目標設定項目

【認知症カフェ運営事業補助金交付団体数】

令 和 ２ 年 度 令 和 ３ 年 度

交付団体数 46団体 43団体

【認知症カフェの設置数】

令 和 ２ 年 度 令 和 ３ 年 度

数値目標 ー 108か所

実 績 103か所 109か所

－29－
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１ 重点施策Ⅰ（健康づくりと介護予防の促進） 

⑴  重点施策の目標  

項目 指標 実績 達成状況 掲載頁 

健康寿命の延伸
（健康状態の維
持・改善） 

各種健康リスク（※）がない高
齢者の割合の対前年度比増 
 
※ 低栄養、運動機能低下、口
腔機能低下、社会参加低下（閉
じこもり傾向） 
 
（広島市高齢者の生活実態と
意識に関する調査） 

低栄養       98.1％（▲0.1） 

運動機能低下 85.8％（＋2.6） 

口腔機能低下 73.3％（▲0.1） 

社会参加低下 84.7％（▲1.2） 

未達成 5 

要介護状態等の
維持・改善 

年齢階層別要介護・要支援認定
率の対前年度比減 

すべての年齢階層で認定率が減少 

65～69歳  2.6％（▲0.2） 

70～74歳  5.6％（▲0.1） 

75～79歳 12.8％（▲0.2） 

80～84歳 27.0％（▲1.9） 

85～89歳 52.2％（▲0.9） 

90歳以上 78.2％（▲0.6） 

達成 6 

 ⑵ 数値目標を設定して取り組む項目 

項目 目標 実績 達成状況 掲載頁 

①ほぼ毎日、30分以上健康のために歩く高齢者の
割合の増加 

男性 35.0％ 

女性 30.0％ 

男性 31.7％ 

女性 25.2％ 
未達成 7 

②80歳で20歯以上の自分の歯を有する者の割合の
増加 

56.1％ 45.8％ 未達成 8 

③高齢者いきいき活動ポイント事業の健康づく
り・介護予防活動に参加する高齢者の割合の増
加 

前年度を上回る

参加率 

28.1％ 

（▲0.2） 
未達成 9 

④地域介護予防拠点の参加者数の増加 21,000人 20,749人 概ね達成 10 

 

２ 重点施策Ⅱ（見守り支え合う地域づくりの推進） 

⑴  重点施策の目標  

項目 指標 実績 達成状況 掲載頁 

高齢者支援活動
の担い手の拡大 

地域における高齢者支援の活
動に参加したと回答した人の
割合の対前年度比増 
 
（広島市市民意識調査） 

3.2％（＋0.7） 達成 11 

地域に拠り所を
持つ高齢者の拡
大 

何かあったときに相談する相
手（家族や友人・知人以外）が
いると回答した人の割合の対

前年度比増 
 

（広島市高齢者の生活実態と
意識に関する調査） 

53.4％（＋0.1） 達成 12 

  

 

 

４  施 策 の 推 進 状 況 （ 総 括 表 ）  
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⑵ 数値目標を設定して取り組む項目 

項目 目標 実績 達成状況 掲載頁 

①高齢者いきいき活動ポイント事業のボランティ
ア活動に参加する高齢者の割合の増加 

前年度を上回る

参加率 

16.4％ 

（▲1.1） 
未達成 13 

②高齢者サロン等の数の増加 1,381か所 1,425か所 達成 14 

③住民主体型生活支援訪問サービスの団体数の増
加 

36団体 35団体 概ね達成 15 

 

３ 重点施策Ⅲ（質の高い介護サービスを安定して提供できる体制づくりの推進） 

⑴  重点施策の目標  

項目 指標 実績 達成状況 掲載頁 

介護サービス量
の見込みに応じ
た施設・事業所の
整備 

介護老人福祉施設 

（特別養護老人ホーム）  
180人分(※) 99人分 

未達成 16 

認知症高齢者グループホーム 207人分(※) 206人分 

定期巡回・随時対応型訪問介護

看護事業所 
23事業所(※) 21事業所 

小規模多機能型居宅介護事業所 53事業所(※) 45事業所 

看護小規模多機能型居宅介護事

業所 
9事業所(※) 8事業所 

サービスの提供
に必要な介護人
材の確保 

介護人材の不足感を抱く施設・事業所 
の割合の対前年度比減 

（広島市介護サービス事業者調査） 

介護職員 
63.9％ 

訪問介護員 
43.4％ 

介護支援専門員 
23.0％ 
上記以外 
34.7％ 

 

 

 

 

 
17 

要介護状態等の
維持・改善【再掲】 

重点施策Ⅰ－重点施策の目標 

「要介護状態等の維持・改善」に同じ 

※ 「介護サービス量の見込みに応じた施設・事業所の整備」の各指標は、第 8 期末（令和 5 年度末）

の目標。 

 

 ⑵ 数値目標を設定して取り組む項目 

項目 目標 実績 達成状況 掲載頁 

①「ひろしま介護マイスター」養成事業所の割合
の増加 

9.9％ 10.9％ 達成 18 

②ケアプラン点検の計画的な実施（進捗率） 33％ 23％ 未達成 19 

③特定処遇改善加算の取得率の増加 70.0％ 71.6％ 達成 20 

 

 

 

 

評価不能 

令和３年

度から実

態調査を

開始した

ため 
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４ 重点施策Ⅳ（在宅医療の充実と在宅医療・介護連携の推進） 

 ⑴ 重点施策の目標  

項目 指標 実績 達成状況 掲載頁 

在宅医療の量的
拡充 

訪問診療・往診の受給状況の対
前年度比増 
（広島県統計データ） 

129,126件（＋6,685） 達成 21 

自宅等の在宅で
最期まで暮らし
た人の増加 

自宅等の在宅で最期まで暮ら
した人の割合の対前年度比増 
（厚生労働省人口動態調査） 

30.2％（＋3.3） 達成 22 

 

 ⑵ 数値目標を設定して取り組む項目 

 項目 目標 実績 達成状況 掲載頁 

①在宅医療に関する同行研修の参加者数の確保 230人 159人 未達成 23 

②医療・介護専門職の多職種連携を目的とした情
報交換会等の参加者数の確保 

7,500人 7,678人 達成 24 

③ＡＣＰに関する市民向け教室等の参加者数の増
加 

1,000人 1,364人 達成 25 

 

５ 重点施策Ⅴ（認知症施策の推進） 

 ⑴ 重点施策の目標  

 項目 指標 実績 達成状況 掲載頁 

認知症の人やそ
の家族を支援す
る活動の拡大 

認知症の人やその家族に対し
て何らかの協力をしたと回答
した人の割合の対前年度比増 
（広島市市民意識調査） 

25.4％（▲0.3） 未達成 26 

 

 ⑵ 数値目標を設定して取り組む項目 

  項目 目標 実績 達成状況 掲載頁 

①認知症サポーターの養成数の増加 125,000人 124,888人 概ね達成 27 

②認知症初期集中支援チームの支援によって医
療・介護サービスにつながった者の割合の確保 

80％以上 80.7％ 達成 28 

③認知症カフェの設置数の増加 108か所 109か所 達成 29 

 



- 33 - 

 

６ 集 計（重点施策別） 

重点

施策 
目標区分 

目標数又は項目数 

 達成 概ね達成 未達成 評価不能 

Ⅰ 

重点施策の目標 2 1 0 1 0 

数値目標を設定して取り組む項目 4 0 1 3 0 

計 6 1 1 4 0 

Ⅱ 

重点施策の目標 2 2 0 0 0 

数値目標を設定して取り組む項目 3 1 1 1 0 

計 5 3 1 1 0 

Ⅲ 

重点施策の目標 2 0 0 1 1 

数値目標を設定して取り組む項目 3 2 0 1 0 

計 5 2 0 2 1 

Ⅳ 

重点施策の目標 2 2 0 0 0 

数値目標を設定して取り組む項目 3 2 0 1 0 

計 5 4 0 1 0 

Ⅴ 

重点施策の目標 1 0 0 1 0 

数値目標を設定して取り組む項目 3 2 1 0 0 

計 4 2 1 1 0 

合計 

重点施策の目標 9 5 0 3 1 

数値目標を設定して取り組む項目 16 7 3 6 0 

計 25 12 3 9 1 

※ 再掲分を除いた件数。 
 
 
 
 
 

 


